
平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日
受
領

答

弁

第

四

〇

五

号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
〇
五
号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
「
潮
の
舞
」
の
消
失
に
関
す
る
再

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
日
本
画
「
潮
の
舞
」
の
消
失
に
関
す

る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
潮
の
舞
」
に
つ
い
て
は
、
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
そ
の
所
在
が
確
認
で
き
な
く
な
り
、

そ
の
後
も
所
在
が
判
明
し
な
か
っ
た
た
め
、
平
成
十
八
年
五
月
に
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
対
し
て
捜
査
を
依
頼
す
る
と
と

も
に
、
外
務
省
と
し
て
の
調
査
も
引
き
続
き
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
確
認
で
き
な
く

な
っ
た
時
期
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
お
尋
ね
に
あ
る
「
美
術
品
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
」
と
い
う
事
例
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。


